
 

「山都・高郷簡易水道統合事業に関 

する調査特別委員会」中間報告書 

 

 本特別委員会は、これまで３回にわたり調査・審査を進めて

まいりましたが、その結果について会議規則第４５条第２項の

規定により、中間報告いたします。 

記 

 本特別委員会では、「予算の大幅な増額変更に伴う調査について」「市

民と議会への説明について」「市当局の責任について」「再発防止について」

「その他、必要な事項について」の５点について、月に１回から２回の開

催を目安に調査を進めることといたしました。 

 調査に当たっては、当局の出席を求め、山都・高郷簡易水道統合事業の

当初事業費が、１１億６千万円から１９億２千万円と約７億６千万円の増

額するに至った経過等について、鋭意、審査を行っているところでありま

す。しかしながら、詳細等については、さらに継続して調査を要する状況

にあります。 

このことから、当委員会としては、審査結果の報告まで、既に発注した

工事以外の工事等への着手は、見合わせるよう当局に要請するものと決定

しました。 

以上、報告いたします。 
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